
勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地震発生時における通学路等での人身事故防止

及び避難経路の確保を図るため、市内の事業者により、通学路等に

面する危険ブロック塀等の撤去工事又は新設工事を行う者に対し、

当該工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについ

て、勝浦市補助金等交付規則（昭和４４年勝浦市規則第１６号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

(1) 通学路等 市内小中学校が通学用として指定した道路及び市長

が特に危険と認める道路をいう。

(2) 市内の事業者 市内に本店を有する法人又は住所を有する個人

事業者をいう。

(3) 危険ブロック塀等 コンクリートブロック造、組積造その他こ

れらに類する塀及び門柱並びに一体となる構造物のうち、道路面

からの高さが１．２メートルを超えるもので、市長がブロック塀

の診断カルテ（一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業

会が作成したものをいう。）により危険であると判定されたもの、

その他１．２メートルを超えないもので、市長が特に危険性を認

めたブロック塀をいう。

(4) 撤去工事 通学路等に面する部分において危険ブロック塀等の

全て又は一部を撤去する工事であって、危険ブロック塀等の倒壊

による危険がなくなる状態にすることをいう。

(5) 新設工事 前号に定める撤去工事に付随して、建築基準法に適



合する工作物、軽量フェンス等又は生垣を設置することをいう。

(6) 生垣 樹木を１ｍあたり２本以上の間隔で植栽することをいう。

（補助対象事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う。）は、市内にある通学路等に面した危険ブロック塀等の撤去工

事及び撤去工事を行った部分に付随して行う新設工事とする。

（補助対象者）

第４条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を

いずれも満たす個人とする。

(1) 通学路等に面して設置された危険ブロック塀等を所有し、又は

管理していること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 補助対象事業を土地又は建物の販売を目的として行わないこと。

(4) 危険ブロック塀等の撤去又は新設を行う部分において、国、県

又は市の公共用地の取得に伴う損失補填を受けていないこと。

(5) この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

（補助対象経費）

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業に要する経費とする。

（補助金の額）

第６条 撤去する危険ブロック塀等の長さ１メートルあたり 10,000

円を乗じた額及び新設する工作物等の長さ１メートルあたり 7,000

円を乗じた額の合計額と補助対象経費に２分の１を乗じて得た額を

比較して、いずれか少ない額とし、300,000 円を限度とする。

２ 前項に規定する補助金額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額とする。



（補助の制限）

第７条 補助金の交付は、一団の土地に設置された危険ブロック塀等

につき１回限りとする。

（補助金の交付申請）

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、撤去工事又は新設工事

を実施する前までに勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交

付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、当該年度

の４月１日から１２月２０日までに市長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀の診断カルテ

(2) 危険ブロック塀等の位置を示した案内図

(3) 撤去工事又は新設工事を行う危険ブロック塀等の高さ及び仕様

を示した概要図

(4) 撤去工事又は新設工事を行う危険ブロック塀等の状況がわかる

写真

(5) 補助対象経費に係る見積書の写し

(6) 申請者に市税等の滞納がないことを明らかにする書類

(7) その他市長が必要と認める書類

（補助金 の交付決定 )

第 ９条 市 長は、前条 の交付申請が あったときは、速やかに

その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することと

し、交付すると決定した者に対しては勝浦市危険ブロック

塀等改修事業補助金交付決定通知書（別記第２号様式）に

より、交付しないと決定した者に対しては勝浦市危険ブロ

ック塀等改修促進事業補助金不交付決定通知書（別記第３

号様式）によりそれぞれ通知するものとする。

（変更承認申請等 )

第 １０条 前条の規定 により、補助 金の交付決定通知を受け

た者（以下「交付対象者」という。）は、通知を受けた後



に交付申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止若

しくは廃止しようとするときは、勝浦市危険ブロック塀等

改修促進事業補助金変更承認申請書（別記第４号様式）に

次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受

けなければならない。

(1) 変 更 箇所の 写真

(2) 変 更 内容を 明らかにする 図面

(3) 変 更 後の補 助対象経費に 係る見積書の写し

(4) そ の 他市長 が必要と認め る書類

２ 市長は 、前項の変更又は中止を承認したときは、勝浦市

危険ブロック塀等改修促進事業補助金変更承認通知書（別

記第５号様式）により通知するものとする。

３ 交付対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しな

い場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に

報告しその指示を受けなければならない。

（実績報告 )

第 １１条 交付対象者 は、補助対象 事業の完了後３０日以内

（前条の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合は、当該承認の通知を受理した日から３０日以内）又

は当該年度の３月２０日のいずれか早い日までに、速やか

に勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金実績報告書

（別記第６号様式）に次の書類を添付して市長に報告しな

ければならない。

(1) 補 助 対象経 費に係る契約 書又は請書の写し

(2) 補 助 対象経 費に係る領収 書の写し

(3) 施 工 写真（施 行前、施工中 及び施工後のもの）

(4) そ の 他市長が 必要と認める 書類

（補助金 の額の確定）



第１２条 市長は、補助対象事業の成果が補助金の交付の決

定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

補助金の交付額を確定し、勝浦市危険ブロック塀等改修促

進事業補助金交付額確定通知書（別記第７号様式）により

速やかに交付対象者に通知するものとする。

（交付の請求 )

第 １３条 市長は、前 条の規定によ る補助金の交付額の確定

後、勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付請求

書（別記第８号様式）による交付対象者の請求に基づき、

補助金を交付するものとする。

２ 交付対象者は、当該年度の３月末日までに請求するもの

とする。

（補助金交付の取消し )

第 １４条 市長は、交 付対象者が次 の各号のいずれかに該当

した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すこ

とができる。

(1) 不 正 の手段 により補助金 の交付を受けたとき。

(2) 補 助 金を他 の用途に使用 したとき。

(3) 補 助 金交付 の条件に違反 したとき。

(4) 市 長 の指示 に従わなかっ たとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す

ときは、勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付

決定取消通知書（別記第９号様式）により交付対象者に通

知するものとする。

（補助金の返還 )

第 １５条 市長は、前 条の規定によ り補助金の交付決定を取

り消した場合、既に補助金を交付しているときは、勝浦市

危険ブロック塀等改修促進事業補助金返還命令書（別記第



１０号様式）により期限を定めて補助金の返還を命ずるも

のとする。

（補則 )

第 １６条 この要綱に 定めるものの ほか必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

この告示は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。

（失効）

２ こ の 要 綱 は 、 令和 ９ 年 ３ 月 ３１ 日 限 り 、 その 効 力 を 失

う 。た だ し 、 令 和 ９年 ３ 月 ２ ０ 日ま で に 第 １ １条 に 規 定 す

る 実績 報 告 を し た 補助 金 に つ い ては 、 第 １ ２ 条か ら 第 １ ６

条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。


